
別添４ 

調査票新旧対照表 

変更後 変更前 

調査Ⅱ 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等 

調査Ⅲ 小学校、中学校及び特別支援学校小・中学部における長期欠席の状況等 

調査Ⅳ 高等学校及び特別支援学校高等部における長期欠席の状況等 

調査Ⅴ 高等学校及び特別支援学校高等部における中途退学者数等の状況 

調査Ⅵ 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における自殺の状況 

調査Ⅶ 教育相談の状況 

調査Ⅱ 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等 

調査Ⅲ 小学校及び中学校における長期欠席の状況等 

調査Ⅳ 高等学校における長期欠席の状況等 

調査Ⅴ 高等学校における中途退学者数等の状況 

調査Ⅵ 小学校、中学校及び高等学校における自殺の状況 

調査Ⅶ 教育相談の状況 

＜変更理由＞ 

・特別支援学校の状況を把握するため、調査区分を追加する。（これまで特別支援学校の状況についても調査していた「Ⅱいじめ」については、学部別の区分を追加する。）

調査Ⅰ小学校、中学校及び高等学校における暴力行為の状況 調査Ⅰ小学校、中学校及び高等学校における暴力行為の状況 

＜変更理由＞ 

・生徒間暴力のうち、警察と連携して対応した件数を把握するため、調査項目を追加する。



変更後 変更前 

調査Ⅱ 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等  

２．警察に相談・通報した件数 

（注１） 

「いじめの認知件数のうち、警察に相談・通報した件数」は、「認知件数」１件に対して複数回数警察に相談・通報

した場合についても１件と計上する。（略） 

 

７．いじめの態様 

 

調査Ⅱ 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等  

２．警察に相談・通報した件数 

（注１） 

「いじめの認知件数のうち、警察に相談・通報した件数」は、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案

や、いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような事案等、学校が警察に相談・通報

した件数を記入する。その際、「認知件数」１件に対して複数回数通報した場合についても１件と計上する。（略） 

 

７．いじめの態様 

 

＜変更理由＞ 

・警察に相談・通報する事案は、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案や、いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような事案に限らないため、当該記載を削除する。 

・性的ないじめの実態を把握するため、調査区分を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

変更後 変更前 

調査Ⅲ 小学校、中学校及び特別支援学校小・中学部における長期欠席の状況等  

４．相談・指導等を受けた学校内外の機関等 

（１）学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた実人数 

 

 

 

 

（２）学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない不登校児童生徒の状況 

 

 

６．不登校児童生徒のうち自宅におけるＩＣＴ等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数 

うち、50日以上欠席している者 うち、90日以上欠席している者 

 

７．不登校児童生徒が欠席期間中に行った学習の成果に係る成績評価について 

 うち、50日以上欠席している者 うち、90日以上欠席している者 

調査Ⅲ 小学校及び中学校における長期欠席の状況等  

４．相談・指導等を受けた学校内外の機関等 

（１）学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた実人数 

 

 

（２）学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない不登校児童生徒の状況 

 

 

 

６．不登校児童生徒のうち自宅におけるＩＣＴ等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数 

（新設） 

 

７．不登校児童生徒が欠席期間中に行った学習の成果に係る成績評価について 

（新設） 

＜変更理由＞ 

・不登校児童生徒の「障害児支援施設」「校内教育支援センター等」の活用状況を把握するために、調査項目を追加する。 

・学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない不登校児童生徒の状況を把握するため、調査項目を追加する。 

・自宅におけるＩＣＴ等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとしたり、欠席期間中に行った学習の成果を成績に反映した不登校児童生徒の欠席日数別状況を把握するため、調査区分を追加する。 

 

 

 

 

  



変更後 変更前 

調査Ⅳ 高等学校及び特別支援学校高等部における長期欠席の状況等 

６．相談・指導等を受けた学校内外の機関等 

（１）学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた実人数 

 
 

（２）学校内外の機関等で専門的な相談指導等を受けていない不登校生徒のうち、教職員から継続的な相談・指導等を受け

ていた実人数 

（注１）、（注２） 略 

（注３）「教職員」とは、学級担任や学年主任等、当該生徒と一定の関わりを持つ教職員のうち、（１）⑧養護教諭や⑨スク

ールカウンセラー、相談員等、⑩校内教育支援センター等の教員や支援員等を除いた者をいう。 

 

調査Ⅳ 高等学校における長期欠席の状況等 

６．相談・指導等を受けた学校内外の機関等 

（１）学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた実人数 

 

 

＜変更理由＞ 

・不登校児童生徒の「障害児支援施設」「校内教育支援センター等」の活用状況を把握するために、調査項目を追加する。 

・「不明」に計上した生徒の中には、相談・指導を受けていない者が含まれると考えられることから、「不明」の選択肢の削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



変更後 変更前 

調査Ⅵ 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校高等部における自殺の状況  

２．自殺に係る調査を実施したものの詳細 

（注１）～（注６） 略 

（注７）（略）回答の際には、以下の「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針」（令和７年 12月改定）の内容

も参考にすること。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414737_00025.htm 

 

３．自殺した児童生徒について把握した事実 

 

 

調査Ⅵ 小学校、中学校及び高等学校における自殺の状況  

２．自殺に係る調査を実施したものの詳細 

（注１）～（注６） 略 

（注７）（略）回答の際には、以下の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」の改訂について（文部科学省 平成

26年 7月 1日）の内容も参考にすること。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_5/gaiyou/1351858.htm 

 

３．自殺した児童生徒が置かれていた状況 

 

＜変更理由＞ 

・令和７年12月に「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針」を改定したことに伴う変更。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414737_00025.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_5/gaiyou/1351858.htm


変更後 変更前 

調査Ⅷ 教育相談の状況  

１．各都道府県及び指定都市の教育委員会（学校教育所管部局）が所管する教育相談を行っている機関等の状況（指

定都市以外の市区町村教育委員会においては記入不要） 

 

 

 

 

 

 

２．市町村の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関の状況（指定都市教育委員会においては記入不要） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

３．スクールカウンセラーの活動日数別学校数（都道府県、指定都市、市町村教育委員会が所管下の学校の状況を記

入すること） 

 

４．スクールソーシャルワーカーの活動日数別学校数（都道府県、指定都市、市町村教育委員会が所管下の学校の状

況を記入すること） 

調査Ⅷ 教育相談の状況  

１．各都道府県及び指定都市の教育委員会（学校教育所管部局）が所管する教育相談を行っている機関等の状況（指

定都市以外の市区町村教育委員会においては記入不要） 

 

 

２．市町村の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関の状況（指定都市教育委員会においては記入不要） 

 

 

３．来所相談におけるいじめ及び不登校等についての教育相談件数（指定都市以外の市区町村教育委員会においては

記入不要） 

 

４．電話相談・訪問相談・巡回相談・SNS等オンラインを活用した相談におけるいじめ及び不登校等についての教育相

談件数（指定都市以外の市区町村教育委員会においては記入不要） 

 

５．市町村の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関における相談内容別相談件数（指定都市教育委員会に

おいては記入不要） 

 

６．スクールカウンセラーの活動日数別学校数（都道府県、指定都市、市町村教育委員会が所管下の学校の状況を記

入すること） 

 

７．スクールソーシャルワーカーの活動日数 

 

＜変更理由＞ 

・調査項目の削減に伴い変更する。 




